
「社会福祉事業に従事  

ための措置に関する基  旨針」について   



①魅力ある介護・福祉労働市場を構築する  

ため、国・地方公共団体・事業者がどのよう  

な取組みを行っていくべきか。  

② 利用者の尊厳の保持や権利擁護の視点   

を重視すべきではないか。  

③在宅サービスにおけるマンパワーの確   

保や従事者の資質向上を重点的に進めて  

いくべきではないか。  

④認知症など新たな介護ニーズに対応す  

るため、研修等による従事者の資質の向  

上を図るべきではないか。  

⑤キャリアパスの形成やキャリアに応じた  

適切な処遇の確保など、従事者がやりが  

いを持って働けるようにしていくべきではな  

⑥労働法規が遵守されるよう、労働法規の  

理解・周知に努めるべきではないか。  

⑦ 多様な人材を確保する観点から、介護・  

福祉分野における事業者の経営のあり方  

を見直していく必要があるのではないか。  
・好事者i皆形ヱク防人で乎二成百年から〃．6撒  

一介彦尿炭事業に好事する介康辟屠仁つい耽＝弊常勃朗の都合が  

上房「平成／2年形β夕％→平成7御2％ノ  

・有効求人倍率が7．6βと房て偶紅二都市部ノ、作今眉腰に伸びmlる  

・腰膠牽か湘クβ％とノ看く彪唐草訝る形5年と短い  

・仕事のやく劇化lや勝手等に不滞の磨る鮒†多い  

■叙労しmlく如l青首勝者の動（：潜在形働士紺／β万人ノ  

の仇芳一勧サービス  

好事者の冴ノ労の．変創  ⑧打抜術を積極的に導入するなど、できる  

限り業務の省力化を進めていくべきではな   



コ‘‾「人   b  の  平成 5年策定  

【第1就業の動向】   

1．就業の現況  

※ 平成2年当時に   

おける介護・福祉   

従事者数は、75万   

人であること 等   

2．今後の見通し  

※ ゴールドプラン等   

を踏まえた高齢者、   

障害者、児童の各   

分野における介護・   

福祉人材の将来的   

な需要増の見込み  

【羊2 日模と課題】   

1．目標  
・資質の高い人材   

養成  

・魅力ある職場づく   

りの推進  

・適切なサービス提   

供   

2．取り組み  

・生涯研修体系の   

確立   

一 隻金、労働時間、   

福利厚生等の改善  

・業務体制の見直   

し、業務の省力化   

等を総合的に推進   

等  

【第3 経営者の行う措置】   

1．臓員処遇の充実  

（1）賃金等（給与水準の確保 等）  

（2）退職金（退職手当共済への加入   

等）  

（3）労働時間・休日等（週休2日制の普   

及 等）  

（4）業務態勢・業務の省力化（マニュアル   

化 等）  

（5）健康管理・福利厚生   

2．資質の向上  

・職場内研修体制の整備 等   

3．就業の促進・定着化  

・雇用条件の明示 等   

4．地域の理解と交流  

・福祉サービスに関する情報提供 等   

5．経営基盤の強化  

・複数事業の経営の推進 等  

【第4 国・地方公共団体の支援】  

1．職員処遇の充実  

・給与体系、職階制整備のための技   
術的援助  

・業務省力化設備の整備  

・福利厚生センター事業の推進 等  

2．養成確保・資質の向上  

・生涯研修体系の確立 等   

3．就業の促進・定着化  

・人材センターの充実 等   

4．社会的評価の向上  

・ボランティア活動の振興 等   

5．経営基盤の強化  

・指導・助言の充実 等  

（社会権祉法第90集）  

○ 経営者に対し、指針の内容に即した措置を  
講ずる努力義務を規定。  

○ 国・地方公共団体は、経営者に対し、指針の内容  
に即した措置を的確に実施するために必要な指導・  
助言を実施。  

0 庄‖こ対し、  の 確保等のために必   従事者  



渥‘‾「人師隊保偏愴  の険要  

1現状と今後の見通し  

◎福祉サービスの質の向上と量的拡充のために人材確保が不可欠   

◎今後、若年労働力人口の減少が予想される中で、社会福祉分野での労働力需要は急増  
・社会福祉事業全体で平成2年現在75万人の従事者を、平成12年（2000年）には111万人程   

度確保する必要  

2社会福祉事業従事者確保の目標  

①専門的知識・技術と豊かな人間性を備えた資質の高い人材を早急に養成  

②処遇の改善等により、魅力ある職場づくりを推進し、必要な人材を確保  
③①及び②により、国民のニーズに対応した適切なサービスを提供  

3 具体的措置  

経営者は、人材確保のための措置に積極的に取り組む。これに対し、国及び地方公共団体は、措  

置費の改善、福祉人材センター事業の拡充、福利厚生センターの設立を始めとする支援措置を講  
ずる。  
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◎ 養成力の強化・従事者の資質の向上  

・介護福祉士等福祉専門職の養成力の強化  
・生涯にわたる研修体系の確立  

◎ 職務の困難性、専門性を適切に評価した、賃金、労働時間、福利厚生等の改善   
一 適切な給与水準の確保  
・週40時間労働制の実現  

・年次有給休暇の完全取得  

■ 夜間勤務、祝日勤務の負担軽減  

◎ 業務体制の見直し、業務の省力化、サービスの向上  
・夜勤、宿日直勤務のみを行う介護職員の採用  
■ 短時間就労、特定時間就労等従事者が受け入れやすい多様な勤務体制の整備  
・福祉サービスの評価基準の確立と業務のマニュアル化、効率化  

・介護機器の活用、事務の電算化  

◎ 就業の促進  

・福祉人材センターを通じた、就労あっせん、人材掘り起こしの促進  
・男性の参入の促進  

◎ 従事者の社会的評価の向上  

◎ 社会福祉法人の経営の多角化、経営基盤の強化  
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（参考）現行の人材確保等のための主な取組みの概要  

1．福祉人材センターの概要………………………………………… P6  

2．福利厚生センターの概要……tt…………………………………・ P9  

3．介護保険制度における訪問介護の特定事業所加算の概要……………・ P12  

4．訪問介護員等にかかる養成研修の概要…………………＝‥‥＝‥‥・ P13  

5．「介護サービス情報の公表」制度の概要………T…………………… P16  

6・福祉サービスの第三者評価推進事業の概要・、…………・「…………… P18  

7．平成19年度における介護労働者雇用管理改善等の関連施策について…‥P21  
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1． 瀞祉人間センターの欄雇  

（設置の経緯）  

「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の着実な推進等を図るため、平成3年度より3年計画で都道  
府県福祉人材情報センターとしてその整備を進めてきたが、福祉人材確保法において、社会福祉  
事業法上、新たに福祉人材センターとして法定化された。  
平成5年度において、全都道府県への設置を完了するとともに、同年10月に中央福祉人材セン  
ターの設置を行ったところである。  

（事業の概要）  

○ 中央福祉人材センター（根拠：社会福祉法第99条）  

1実施主体 全国社会福祉協議会  

2 主な事業内容  

（1）都道府県福祉人材センターの業務に関する連絡調整、指導  
（2）人材需給情報の収集、提供  
（3）都道府県人材確保相談員等の研修  

（4）社会福祉事業従事者の研修  

（5）啓発、広報  
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○ 都道府県福祉人材センター（根拠：社会福祉法第93条）   

1実施主体 都道府県  

2 事業内容  

（1）福祉人材の無料職業紹介（就労斡旋）  

（2）福祉就労希望者に対する説明会、講習会  
（3）社会福祉事業従事者に対する研修  

（4）経営者に対する人材確保相談  

（5）福祉人材バンク事業  

（6）調査研究、啓発・広報など  

（参考）福祉人材センターを通じた求人・求職状況（平成17年度実績）  
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○ 福祉人材センターのイメージ  

中央福祉人材センター  

47都道府県人材センターの中央機関 く全t≡】1ケ所）  
J事生労4】肋大臣カく全l≡】社会福祉協書義会を手旨定   

（事業l；勺容）  

①都道府帰；人材センターの業務lこ関する連絡書周整  
②人材手許給†書手艮の刃文き■・提供  

（含）都道府県人材確保相丁炎貞＝専の研修  

（蔓）社会手首祉事業従事者の研修  
⑤都道月守県人材センターの兼務lこ関する啓発・広報  

研  修  

啓発・広報  

手旨尋■調整、 研修等  

就労斡旋  

都ヨ■府り■福祉人材センター  

啓発・広報  

各都道月守県l＝1カヽ所投置 く全国47ケ所）   

各都道月守県知事カく都道府明l社会福祉協菖♯会を事旨定   

（事業内容）  

①手芸祉人材の無＊斗職業紹介 （就労斡旋）  
②手首祉就労希望者l＝対する霞克明会、講習会  

（冨）社会福祉事業従事者lこ対する研修  
④経営者lこ対する人材確保相曹炎  
（冨）ま周査研究、 啓発＿ 広報など  

就労斡旋  就労斡旋  

掘り走己こ し  

†書報交換、 支‡窯・協力等  相書炎・支援  

福祉人材′くニ′ク  

都道僻目畏センターの支所等と して設置 （全【璽137ケ所）  
都道府県社会福祉協菖義会カて市町手寸社会手首祉協織会へ再  
幸吉モ  

（事業内容）   

（∃）幸吉祉人材の就労斡旋   
②啓発、 広報など  
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1実施主体   

社会福祉法人 福利厚生センター（理事長 丸山 晴男）  

2 福利厚生センターの目的   

社会福祉法に基づき、社会福祉事業経営者が単独ではできない職員の福利厚生事業を全  
国規模で共同化し、規模の利益を享受して、立ち遅れた民間社会福祉事業従   事者の福  

利厚生の向上を目指すものである。  

3 社会福祉法の位置付け  
（1）社会福祉法第102条の規定に基づき、社会福祉法人福利厚生センターを指定（平成6年  

4月より）  

（2）国は社会福祉事業従事者の確保のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措  

置を講ずるよう努めなければならない（社会福祉法第90条）  

（3）国は、福利厚生事業の共同化を促進し、福利厚生センターの事業を推進すること（福祉人  

材確保指針 第4）  

4 主な事業内容（会費充当）  

（1）健康支援事業  

ア 政管健保制度を活用し、生活習慣病予防健診、人間ドック等を受診した場合に、その本  
人負担分の一部を補助し、生活習慣病予防健診の受診促進を図る。  

イ 社会福祉事業従事者の健康増進のため、スポーツクラブ等と提携して有利な条件で会  
員にスポーツ施設の斡旋を行う。  
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（2）余暇支援事業   

ア旅行業者と提携して有利な条件で会員に旅行・宿泊施設を斡旋する。   
イ 会員同士の各種クラブ、サークル活動を支援する。  

（3）生活支援事業  

永年勤続記念品等各種贈呈事業や物販割引、通信販売、団体保険等を行う。  
（4）啓発支援事業  

海外研修事業、接遇講習会等自己啓発に関する事業を実施  
（5）その他   

ア 会員情報誌発行   

イ 会員が身近に利用できる、地域に密着した事業等を行う。  

5 会員数  
171，610人（平成18年3月31日現在）  

6 会貴  
1人当たり1万円／年額（法人一括加入）  
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